
林田・城西・西苫田・高野地区 

久米地域 

高野地区高野地区高野地区

西苫田地区西苫田地区西苫田地区

城西地区城西地区城西地区

南 方 中南 方 中南 方 中

久 米 川 南久 米 川 南久 米 川 南

戸
脇
戸
脇
戸
脇

林田地区林田地区林田地区

美咲町 

合 併 処 理 浄 化 槽 改 造 資 金
　公共下水道事業認可区域外の専用
住宅で、現在、くみ取り便所や単独
処理浄化槽を使用している人が合併
処理浄化槽に改造工事をする場合、
その工事資金を市内の金融機関から
低利で借り入れることができます。

限度額 80万円 利　子 年2.25％（平成18年度） 

返　済 最高40か月 要　件 合併処理浄化槽設置整備事業に 
おいて、補助の決定を受けた人 

①市税に滞納がないこと
②自己資金のみでは資金を一度に負担する
　ことが困難なこと

共 通

融資あっせん制度を
ご利用ください

融資あっせん制度を
ご利用ください
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勝北地域 

加茂地域 

新野東新野東新野東

加茂町原口加茂町原口加茂町原口

加茂町百々加茂町百々加茂町百々
加茂町桑原加茂町桑原加茂町桑原加茂町小中原加茂町小中原加茂町小中原

安
井
安
井
安
井

加
茂
町
宇
野

加
茂
町
宇
野

加
茂
町
宇
野

加
茂
町
戸
賀

加
茂
町
戸
賀

加
茂
町
戸
賀
加
茂
町
斉
野
谷

加
茂
町
斉
野
谷

加
茂
町
斉
野
谷

加
茂
町
中
原

加
茂
町
中
原

加
茂
町
中
原

加
茂
町
塔
中

加
茂
町
塔
中

加
茂
町
塔
中

工門工門工門

杉宮杉宮杉宮

勝央町 

　

市
で
は
、
安
全
で
快
適
な
生
活
を
実
現
し
、

河
川
な
ど
の
水
環
境
を
き
れ
い
に
す
る
た
め
、

公
共
下
水
道
・
農
業
集
落
排
水
施
設
の
整
備
を

進
め
て
き
ま
し
た
。

　

昨
年
度
の
工
事
に
よ
り
、
次
の
地
区
で
新
た

に
下
水
道
な
ど
が
使
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

接
続
工
事
の
費
用
は
個
人
負
担
と
な
り
ま
す
が
、

使
用
開
始
区
域
に
住
む
人
は
、
で
き
る
だ
け
早

く
接
続
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

下
水
道
課 

3 

32‐
２
１
０
０

下水道

農業集落
排水

使
用
区
域
が 

さ
ら
に
拡
大 

N 

農業集落排水区域 

下水道区域 

公 共 下 水 道 接 続 工 事 
　下水道使用開始区域では、下水道へ
の接続が法律で義務付けられています。
この制度は、市が市内の金融機関に融
資のあっせんを行い、水洗トイレへの
改造や排水設備工事の資金を低利で用
意していただくものです。

限度額 80万円 利　子 年2.25％（平成18年度） 
※供用開始後1年以内の施工は無利子 

返　済 最高40か月 要　件 下水道が接続可能となって3年 
以内であること 

要 件
③融資を受けた資金の返済能力があること 
④同居者を除く連帯保証人がいること 
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